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○島田市徘徊高齢者みまもりあいシステム利用料補助金交付要綱 

平成31年３月29日 

告示第75号 

改正 令和３年１月５日告示第３号 

（趣旨） 

第１条 市長は、徘徊
はいかい

高齢者の家族等が安心して介護できる環境の整備を図るため、

徘徊高齢者みまもりあいシステムを利用する者に対し、予算の範囲内において補助

金を交付するものとし、その交付に関しては、島田市補助金等交付規則（平成17年

島田市規則第36号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 徘徊高齢者 認知症（介護保険法（平成９年法律第123号）第５条の２第１項に

規定する認知症をいう。）により徘徊するおそれがあると認められる市内に住所

を有する在宅の者であって、65歳以上のもの（64歳以下のものであって、市長が

特に支援を必要と認めるものを含む。）をいう。 

(2) 徘徊高齢者の家族等 徘徊高齢者の配偶者及び６親等内の親族であって徘徊高

齢者を現に介護しているもの並びに成年後見人、保佐人及び補助人をいう。 

(3) 徘徊高齢者みまもりあいシステム 徘徊高齢者を保護するために、個人を識別

する符号が記載されたステッカーを利用して、徘徊高齢者を保護した者及び徘徊

高齢者の家族等の個人情報を保護するための措置が講じられた状態で通報をする

ためのシステムをいう。 

（令３告示３・一部改正） 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者は、徘徊高齢者の家族等であって、当該徘徊高齢者に係

る徘徊高齢者みまもりあいシステムの利用の契約をしたものとする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、徘徊高齢者み

まもりあいシステムの利用を開始する際に支払った入会金及び年会費（以下これら
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を「利用料」という。）とする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、5,600円を限度とする。 

２ 補助金の交付は、徘徊高齢者１人につき１回とする。 

（交付の申請及び実績報告） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、利用料を支払った日から起算して90日

を経過した日までに、徘徊高齢者みまもりあいシステム利用料補助金交付申請書兼

実績報告書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（令３告示３・一部改正） 

（交付決定及び交付確定の通知） 

第７条 市長は、補助金の交付を決定し、及び確定したときは、徘徊高齢者みまもり

あいシステム利用料補助金交付決定通知書兼交付確定通知書（様式第２号）により

補助金の交付を申請し、及び実績を報告した者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第８条 補助金の交付の確定を受けた者が補助金を請求しようとするときは、前条に

規定する補助金交付決定通知書兼交付確定通知書を受け取った日から起算して10日

を経過した日までに、規則第13条第９号に規定する請求書を市長に提出しなければ

ならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１月５日告示第３号） 

この告示は、公示の日から施行する。 
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様式第１号（第６条関係） 

（令３告示３・一部改正） 

様式第２号（第７条関係） 

 


